
どのような施設を
設置しますか？
（Ａ・Ｂ・Ｃから選択）

工場又は事業場からの
排水量はいくらですか？

特定施設

水質特定施設

その他施設

日平均
（㎥/日）

日最大量
（㎥/日） 必要な手続き 適用される排水基準

50以上 50以上 ⇒ ①瀬戸法（※１）
一律排水基準
上乗せ排水基準
総量規制基準

10以上50未満
50以上 ⇒ ①瀬戸法（※１） 上乗せ排水基準

50未満 ⇒ ②水濁法 水質排水基準

10未満
50以上 ⇒ ①瀬戸法（※１） 上乗せ排水基準

50未満 ⇒ ②水濁法 ―

10以上 ― ⇒ ③条例 水質排水基準

10未満 ― ⇒ ― ―

― ― ⇒ ④その他 ―

・自動式鶏卵洗浄施設
・飲食店に設置される
生うどんの湯煮施設
・公衆浴場に設置される
厨房・洗濯・入浴施設

確認事項１ 確認事項２

政令で102種類の施設が
定められています。
⇒【特定施設一覧】 を
ご覧ください。

有害物質の保有・取扱い
はありますか？

確認事項３

（※１）次の施設の手続きは「②水濁法」となります。
・指定地域特定施設 （処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽）
・下水道終末処理施設
・地方自治体が設置するし尿処理施設、廃油処理施設
・廃油処理事業の用に供する廃油処理施設
（※２）条例では水質特定施設のほか、汚水等排出施設の規制がありますが、
該当する事例は稀であるため、説明を省略します。
該当する可能性がある場合は、個別にお問合せください。
（汚水等排出施設：非鉄金属製造業の用に供する鍰（からみ）処理施設）

⇒

⇒

⇒Ａ

Ｂ

Ｃ

（※２）

規制内容

有害物質の
製造、使用又は処理を行う。

有害物質の貯蔵を行う。

特定施設で有害物質の
製造、使用又は処理を行う。

特定施設以外で有害物質の
製造、使用又は処理を行う。

その他

はい

特定有害物質取扱事業場の規制
⇒【有害手引き３】

はい

有害物質使用特定施設の規制

有害物質貯蔵指定施設の規制
⇒【有害手引き４】

有害物質の保有又は取扱いの形態

【有害手引き１】

排出水
あり

排出水
なし

いいえ

詳細は次の手引き・資料をご確認ください。

①瀬戸法の手引き

②水濁法の手引き

③条例の手引き

④その他の手引き

【参考資料１】 一律排水基準

【参考資料２】 上乗せ排水基準

【参考資料３】 総量規制基準

【有害手引き２】

香川県 排水規制の早見表

いいえ

はい はい
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有害物質は該当なし

有害物質使用特定施設
（排出水あり）

【有害手引き１】

有害物質使用特定施設
（排出水なし）

【有害手引き２】

特定有害物質取扱事業場 【有害手引き３】

有害物質貯蔵指定施設 【有害手引き４】

特定施設や水質特定施設の
手続きが必要な場合は、

該当する有害物質の情報を
記載する必要があります。

【注意点】

下水道に接続してい
ても雨水・冷却水等
の排水がある場合は
手続きが必要です。


